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① 青森県新型インフルエンザ等対策実施体制の概要

（１）青森県新型インフルエンザ等対策に係る実施体制について

<参考>
青森県新型インフルエンザ等対策本部運営要綱（抜粋）

（１）設置
青森県新型インフルエンザ等対策本部（以下「県対

策本部」という。）は、国が新型インフルエンザ等対
策本部を設置した場合には、特措法及び条例に基づき
県対策本部を設置する。

（２）組織
・本部長は、知事
・副本部長は、副知事
・本部員は、各部局長、会計管理者、病院事業管
理者、教育長、警察本部長

（３）事務
・県対策本部は特措法に基づき、県の区域における新
型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事
務をつかさどる。

・事務は、国の基本的対処方針及び新型インフルエン
ザ等対策青森県行動計画に基き行うものとする。

（４）本部会議
・本部長、副本部長及び本部員で構成する。
・新型インフルエンザ等対策に関する重要な事項につ
いて決定する。

・本部長は、必要があると認めるときは、国の職員そ
の他県の職員以外の者を出席させることができる。

ア 準備期
・通常の実施体制
あらかじめ、関係機関の役割を整理するとともに、有事の際に機能す

る指揮命令系統等の構築と拡張可能な組織体制の編成及び確認、それぞ
れの役割を実現するための人員の調整、縮小可能な業務の整理等を行う。
また、研修や訓練を通じた課題の発見や改善、練度の向上等を図ると

ともに、定期的な会議の開催等を通じて関係機関間の連携を強化する。

イ 初動期
・新型インフルエンザ等対策本部を設置（全庁的な対応）
情報の集約、共有及び分析を行うとともに、国の基本的対処方針に基

づき、新型インフルエンザ等対策に係る対処方針を決定する。
方針については専門的な知識を有する者等から意見や助言を聴いた上

で決定し実施する。

ウ 対応期
・新型インフルエンザ等対策本部（全庁的な対応） ※継続
感染症危機の状況並びに県民生活及び県民経済の状況や、各対策の実

施状況に応じて柔軟に対策の実施体制を整備し、見直すとともに、特に
医療のひっ迫、病原体の変異及びワクチンや治療薬・治療法の開発・確
立等の大きな状況の変化があった場合に、柔軟かつ機動的に対策を切り
替えることで、可能な限り早期に少ない影響で感染症危機に対応する。

議 事
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（１）青森県新型インフルエンザ等対策に係る実施体制について

ア 本部

（本部長：知事）

イ 統括調整部

ウ 各部局(当部除く)

エ 健康医療福祉部 現地保健医療福祉調整本部
（各保健所）

※実施体制は感染状況等に応じて適宜見直す

・全庁に関する事項の総合調整
・本部会議の運営

・各部局の所管事項に関する感染対策の実施
・各部局が実施する緊急事態措置等の費用の支弁の調整

・所管事項に関する感染対策の実施
（医療提供体制の確保等）

・所管事項に関する感染対策会議の運営

・部内各課、保健所等との総合調整
・医療機関等の関係機関との総合調整
・DMAT等の活動チームとの総合調整

・総務、情報管理
・医療対策、検査業務、疫学調査、
健康観察

・地域での感染対策会議の運営

・感染対策に関する
重要事項の決定

② 青森県新型インフルエンザ等対策本部の組織図

議 事

保健医療福祉調整本部
（本庁）

部内各課
（本庁）

4



R8.1.29
青森県感染症対策連携協議会[第2回全体会議]

議 事 （１）青森県新型インフルエンザ等対策に係る実施体制について

③ 各会議体の役割

＜本庁＞

ア 青森県新型インフルエンザ等対策本部

（役割）県の新型インフルエンザ等対策を決定する。

（構成）県知事、副知事、各部局長、会計管理者、病院事業管理者、教育長、警察本部長

イ 新型インフルエンザ等対策青森県有識者会議（設置・委嘱済）

（役割）県の新型インフルエンザ等対策の推進について専門的技術的観点などから意見等を行う。

（構成）医療、医薬品、電気、ガス、輸送、通信、市町村等の関係機関又は関係団体、学識経験者等

ウ 新型インフルエンザ等対策青森県専門家会議（新型インフルエンザ等発生時に適宜開催）

（役割）新型インフルエンザ等対策について医学的な見地から助言等を行う。→県の「医療確保の方針」の決定

（構成）医療機関、医療の関係団体、学識経験者等

エ 青森県新型インフルエンザ等医療対策会議（新型インフルエンザ等発生時に適宜開催）

（役割）医療提供体制の確保及びその充実を図る。→医療（提供）の実践に係る説明・協議

（構成）医療機関、保健所、医療・福祉の関係団体、学識経験者等
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議 事 （１）青森県新型インフルエンザ等対策に係る実施体制について

③ 各会議体の役割

＜本庁＞

オ 青森県感染症対策連携協議会（設置・委嘱済）

（役割）感染症の発生及びまん延の防止のための施策の実施に当たり、各関係機関・団体等との連携協力体制の

整備等を図る平時からの感染症対応に向けた連携体制の構築及び県の予防計画に基づく感染症対策行政の

点検・進捗を行う。

（構成）感染症指定医療機関、医療・福祉の関係団体、消防、報道機関、保健所、検疫所、衛生研究所、学識経験者

＜保健所＞

カ 地域新型インフルエンザ等対策協議会

（役割）地域の医療提供体制の構築（重症度による医療機関の役割分担、病床、外来等の確保等）、地域の患者

移送に係る消防機関との連携、地域の感染状況、今後の地域の感染対策等の検討、助言、関係機関との情

報共有等を行う。

（構成）地域の医療機関、関係団体、市町村、警察、消防、教育等
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議 事 （２）新型インフルエンザ等対策マニュアル（医療提供版）について

① 改定素案概要

【改定マニュアルの構成】
構成は今年度改定した県行動計画に基づき、対策項目を拡充し、対策段階（準備期、初動期、対応

期）ごとに記載内容を整理した。
なお、対策段階ごとに記載する内容については、県全体で議論すべきもの、それぞれ地域で議論す

べきものなどの必要な整理を行った。

・以下の各対策項目毎に、準備期、初動期、対応期それぞれの実施手順を記載
第１ 情報収集・分析 第５ 医療
第２ サーベイランス 第６ 治療薬・治療法
第３ まん延防止 第７ 検査
第４ ワクチン 第８ 保健

【マニュアルの活用（目指す姿）】
誰（担当課等）が、何を（どの会議体で協議、有識者会議の意見を参考に決定、準備、整備、協力

等）するのか明確化したほか、有識者会議等で寄せられた御意見に対する対応を記載しており、各対
策の実施に活用できるマニュアルとする。
また、県全体で議論すべきものや、それぞれの地域で議論すべきものを明確にし、保健所単位で圏

域ごとの医療提供体制の構築や確認等を行う際の内容が分かるようにする。
7



医療提供体制のイメージ
【初動期】

検査機関(衛生研究所)
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議 事 （２）新型インフルエンザ等対策マニュアル（医療提供版）について

【初動期】
・封じ込めを念頭に対応
・病原体の性状について限られた知見
・感染症指定医療機関に受診・検査・移送→入院
（保健所が調整：改定素案行番号137、138）

＜患者の流れ（赤表示）＞
・有症者等は相談センター（保健所）に連絡

・相談センターは症例定義に該当する者を外来診
療（感染症指定医療機関）につなげる

↓
検査を実施

↓

陽性者は感染症指定医療機関での入院につな
げる

①－１ 第５「医療」の概要
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医療提供体制のイメージ
【流行初期】

検査機関(衛生研究所)
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青森県感染症対策連携協議会[第2回全体会議]

議 事 （２）新型インフルエンザ等対策マニュアル（医療提供版）について

【流行初期】
・封じ込めを念頭に対応
・病原体の性状について限られた知見
・感染症指定医療機関に加え流行初期医療確保
措置協定締結医療機関に受診・検査・移送→入院
（保健所が調整：改定素案 行番号143）

＜患者の流れ（赤表示）＞
・有症者等は相談センター(保健所)に連絡
・相談センターは症例定義に該当する者を外来診
療（感染症指定医療機関＋流行初期医療確保措
置対象協定締結医療機関）につなげる

↓

検査を実施
↓

陽性者は入院医療（感染症指定医療機関＋流
行初期医療確保措置対象協定締結医療機関）で
の入院につなげる

※流行初期医療確保措置対象協定締結医療機関へ
の対応の要請は保健所の意見等を踏まえ実施

（保健所は、平時から地域における医療機関への
要請方法（順番など）等を協議しておく：改定素案行
番号124、125、127）

※

※

①－１ 第５「医療」の概要
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医療提供体制のイメージ
【流行初期以降】

検査機関(衛生研究所)
医療機関
民間検査機関
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議 事 （２）新型インフルエンザ等対策マニュアル（医療提供版）について

【流行初期以降】
・感染症指定医療機関に加え協定締結医療機関が
医療を提供（保健所が調整：改定素案 行番号146）
・地域における病床使用率等を踏まえ、次の措置を
とる
重症化する可能性が高い患者を優先的に入院
自宅療養、宿泊療養又は高齢者施設等の療養体制強化
後方支援を行う医療機関への転院

＜患者の流れ（赤表示）＞
・有症者等は相談センター（保健所）に連絡
・相談センターは症例定義に該当する者を外来診
療（感染症指定医療機関＋協定締結医療機関）に
つなげる→検査を実施→陽性者は入院医療（感染
症指定医療機関＋協定締結医療機関）での入院に
つなげる
・病床使用率が高まった時期等においては、宿泊施
設等での療養を進める

※流行初期医療確保措置の対象ではない医療機関へ
の対応の要請は保健所の意見等を踏まえ実施

（保健所は、平時から地域における医療機関への要
請方法（順番など）等を協議しておく：改定素案行番号
124～127）

※

※

①－１ 第５「医療」の概要
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検査機関(衛生研究所)
医療機関
民間検査機関

医療提供体制のイメージ
【ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期】

【ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期】
・相談センターを通じた外来診療への受診から、有
症状者が直接外来診療を受診する仕組みへ移行
（改定素案 行番号148）

＜患者の流れ（赤表示）＞
・有症者等は外来診療（感染症指定医療機関＋協
定締結医療機関）に受診する

↓

検査を実施
↓

陽性者は入院医療（感染症指定医療機関＋協定
締結医療機関）での入院につなげる

・病床使用率が高まった時期等においては、宿泊
施設等での療養を進める

R8.1.29
青森県感染症対策連携協議会[第2回全体会議]

議 事 （２）新型インフルエンザ等対策マニュアル（医療提供版）について

①－１ 第５「医療」の概要
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〇 圏域において外来診療や入院医療を提供する施設に要請する順番・役割分担等を整理

（改定素案 行番号191）

• 地域新型インフルエンザ等対策協議会等における協議

• 県保健所と中核市保健所の連携・役割分担

• 発熱外来等の協定締結を働きかけるべき医療機関のピックアップ

〇 救急搬送体制の詳細について各消防本部と調整（改定素案 行番号191、210）

〇 保健所における訓練の実施（医療機関等との協働）（改定素案 行番号186）

R8.1.29
青森県感染症対策連携協議会[第2回全体会議]

議 事 （２）新型インフルエンザ等対策マニュアル（医療提供版）について

各圏域ごとに今後検討を要する事項等

①－２ 第８「保健」の概要
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〇 患者等対応（改定素案 行番号241）

〇 圏域ごとに外来診療や入院医療を提供する施設に要請する順番・役割分担等に基づき

個別の医療機関に対応を要請（改定素案 行番号229）

〇 医療提供体制やまん延防止対策について、圏域の状況を踏まえて本部に提言（改定素案

行番号249）

〇 相談センターの運営（改定素案 行番号215、223）

〇 積極的疫学調査の実施（改定素案 行番号216、227、228）

〇 検疫所から通知のあった居宅等待機者等に対する健康監視の実施（改定素案 行番号236）

〇 国及びJIHSが主導する調査研究等への協力（改定素案 行番号214、221、243）

R8.1.29
青森県感染症対策連携協議会[第2回全体会議]

議 事 （２）新型インフルエンザ等対策マニュアル（医療提供版）について

有事の際に保健所が行う主な業務

①－２ 第８「保健」の概要
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② 今後のスケジュール（令和８年１月～令和９年3月）

項目 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

新型インフ
ルエンザ等
対策関係

感染症予防
計画関係

全体
会議

（書面
開催
予定）

案
提示

1/29
全体
会議

素案
提示

改
定

市町村行動計画・指定地方公共機関業務計画
改定支援（令和８年７月まで）

（保健所）地域新型インフルエンザ等対策協議会での協議等

（平時における準備）
〇 圏域において外来診療（発熱外来）や入院医療を提供する施設に要請する順番・役

割分担等を整理
・地域新型インフルエンザ等対策協議会等における協議
・県保健所と中核市保健所の連携・役割分担
・発熱外来等の協定締結を働きかけるべき医療機関のピックアップ

〇 訓練の実施（医療機関等との協働）
〇 救急搬送体制の詳細について各消防本部と調整 など

計画改定の必要性検討

継続検討項目に係る関係機関との協議
全体
会議

施策
の進
捗等

全体
会議
ほか

（庁内）部局マニュアルの改定

議 事 （２）新型インフルエンザ等対策マニュアル（医療提供版）について
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（３）青森県感染症予防計画に基づく施策の進捗状況について

エ 宿泊療養施設等の運営に関する協定
・コールセンター、宿泊療養施設、自宅療養者への支援、検査センター、ワクチン接種会場など
の設営や運営業務

・民間業者と協議中（他分野を含めた県全体での包括的な協定を想定）

ア 看護職員の派遣調整に関する協定
・保健所、宿泊療養施設、臨時の医療施設等での相談対応や看護業務を行う潜在看護職員等の派
遣調整

・公益社団法人青森県看護協会と協議中

① 感染症対策に関する協定の進捗状況

ウ 臨床検査技師の派遣調整に関する協定
・衛生研究所、保健所、保健医療福祉調整本部等での検査業務や検査機器、試薬等の供給支援等
に関する調整業務を行う臨床検査技師の派遣調整

・一般社団法人 青森県臨床検査技師会と協議中

イ 感染症患者の搬送に関する協定
・搬送要請の方法、搬送先の調整、衛生資機材や感染症廃棄物の処理負担等に関する役割分担等
の基本的事項
（実際の詳細な運用に関しては各保健所と地域の消防機関とで協議することを想定）

・青森県消防長会と協議中（協定は各消防本部と個別の締結を想定）

議 事
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